
(証券コード　9078)
2022年６月９日

株 主 各 位
岐阜県羽島郡岐南町平成四丁目68番地

取締役社長 山 口 嘉 彦

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第83期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席されない場合には、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討いただき、
2022年６月28日（火曜日）午後５時25分までに書面またはインターネット・スマートフォン
により議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

１．日 時 2022年６月29日（水曜日）午前10時
２．場 所 岐阜県岐阜市橋本町１丁目10番地11

じゅうろくプラザ　５階　大会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．会議の目的事項
報告事項 ⒈　第83期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算

書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告
の件

⒉　第83期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類の内容報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の配当の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

第83期定時株主総会招集ご通知

敬　具
記

以　上
◎　新型コロナウイルス感染防止のため、できる限り当日のご来場の自粛をお願いいたします。なお、議決権
の行使につきましては、書面に加え、インターネット・スマートフォンによる方法も取り入れております
ので、是非そちらでの事前の議決権行使をお願い申しあげます。

◎　当日ご出席される場合は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげ
ます。

◎　連結計算書類の連結注記表および計算書類の個別注記表につきましては、法令および当社定款第15条の
規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（http://sline.co.jp/）に掲載させていただきます
ので、本招集ご通知には記載しておりません。
　なお、会計監査人、監査等委員会が監査した連結計算書類および計算書類には、本招集ご通知に記載の内
容のほか、この連結注記表および個別注記表も含まれております。

◎　株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネッ
ト上の当社ウェブサイト（http://sline.co.jp/）に掲載させていただきますので、ご了承ください。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネット・
スマートフォンで

議決権を行使される場合
同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に、議案に
対する賛否をご表示のうえ、ご返送
ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2022年６月29日（水曜日）
午前10時

2022年６月28日（火曜日）
午後５時25分到着分まで

2022年６月28日（火曜日）
午後５時25分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１、２号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第３号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書はイメージです。

書面（郵送）およびインターネット・スマートフォンの両方で議決権行使をされた場合は、インターネット・スマートフォンによる議決権行
使を有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを
有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
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インターネット・スマートフォンによる議決権行使のご案内

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

ログインQRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

　
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権
行使ウェブサイトにログインすることができます。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

「初期パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

インターネット・スマートフォンによる議決権行使で、
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　９：00～21：00）
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(2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで )

(添付書類)

事　　業　　報　　告

⒈　企業集団の現況に関する事項

⑴　事業の経過およびその成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染に関する緊急事態宣言の
再発出や、まん延防止等重点措置の期間延長等の影響もあって、経済活動は依然不安定な状
況が続いたなかで、ロシアによるウクライナ侵攻をはじめ、地政学的リスクの高まり懸念も
あり、先行きは極めて不透明な状況が続いております。
　当社グループの主要な事業であります物流関連業界におきましては、緊急事態宣言の解除
やワクチン接種が進んだこともあり、貨物輸送量は回復するものと期待をしておりました
が、世界的な原材料等の価格高騰や半導体不足による生産活動の停滞の影響もあって、期待
したほどの増加は見込めませんでした。そうしたなかで、原油価格の高騰や、労働時間の規
制対応に向けた労働環境の改善等の課題も多く、当社グループを取り巻く経営環境は非常に
厳しい状況が続いております。
　このような状況のもと、当社グループでは、最終年度となります中期経営計画（スローガ
ン：「エスラインブランドの価値向上“Think next Value”」）の経営目標達成と企業価値の
向上に向けて、グループ一丸となって取り組んでまいりました。
　この結果、当連結会計年度の業績は、営業収益482億54百万円（前期比1.0％増）、営業
利益13億14百万円（前期比12.6％減）、経常利益14億31百万円（前期比12.1％減）、親会
社株主に帰属する当期純利益は９億66百万円（前期比0.5％減）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。
［物流関連事業］
　物流関連事業の主な事業収益は、貨物自動車運送事業、倉庫業、自動車整備事業、情報処
理サービス業、損害保険代理業等があります。また、主なサービス部門として「輸送サービ
ス」「物流サービス」「ホームサービス」があります。
　トラックによる企業間輸送を主とする「輸送サービス部門」におきましては、当社の主力
事業であります特別積合せ貨物運送事業における貨物輸送量が、第１四半期は、前期に比べ
て増加傾向となったものの、第２四半期以降は、度重なる緊急事態宣言の発出や、まん延防
止等重点措置の期間が長期に亘った影響で経済活動の停滞が続いたため、企業間の取り扱い
貨物量は回復しないまま、低調に推移いたしました。
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　こうしたなか、小口貨物の減少を補うため、中部地区では、近郊グループ会社の車両の有
効活用により、小・中ロットの積合せ貸切輸送や新規取引先の開拓などに取り組むために、
「配車センター」を立ち上げ営業活動を強化したことや、阪神港湾地区における輸入貨物の
配送を専門に行う「阪神港湾センター」では、輸入コンテナ貨物の受け入れや専門輸送業務
にも積極的に取り組んだことにより、貸切貨物の輸送量が大幅に増加しました。また、適正
運賃収受に向けた営業活動や、さらなる輸送ニーズの掘り起こしに加え、原油価格の高騰に
伴う燃料サーチャージの収受にも努めた結果、輸送サービス部門全体では増収となりまし
た。
　商品保管や物流加工を行う「物流サービス部門」におきましては、前期は中部地区を中心
に新たな物流センターを新設し、商品の保管から配送までを一貫して行う物流サービスの取
扱量の拡大を図るための営業活動を行いましたが、今期は愛知県大口町に小牧物流センター
を稼働いたしました。この施設では、「物流サービス機能」と「輸送サービス機能」を主と
する２つの事業会社が、お互いの特長を活かすことにより、協業して商品の保管から配送ま
でを一貫して作業を行っており、当社グループでは初めての試みとなる「物流センター」で
あります。このような複数の物流センターの稼働により、庫腹量が増加したことで、コロナ
禍での巣篭り関連商品である部屋着や日用雑貨品、菓子類等の保管や加工業務が順調に推移
いたしました。反面、海外からのアパレル商品が、世界的なコンテナ不足により、予定して
いた商品の入荷が遅れること等もあって、期待したほどの収入の確保には至りませんでし
た。しかしながら、物流サービス部門全体では増収となりました。
　大型貨物の個人宅配を行う「ホームサービス部門」におきましては、新規取引先の開拓
や、運賃改定に取り組みましたが、前期の特別給付金支給による白物家電を中心とした買い
替え特需の反動もあって、低調な推移となりました。
　また、引越しサービスにおきましては、上期は、外出をはじめとする移動制限等の影響に
より、個人の引越しや、法人関係の事務所引越しが、低調に推移いたしました。下期は、緊
急事態宣言やまん延防止等重点措置の解除もあって、転勤に伴う引越しが回復しましたが、
上期の減少分を補えるほどの伸びは無く、ホームサービス部門全体では減収となりました。
　以上の結果、物流関連事業全体では、僅かな増収となりました。
　一方、利益面では、効率的な運行コースの設定や省エネ運転等による燃料の使用量の削
減、運行コースや配送コースの見直し等あらゆる諸経費について削減に取り組みましたが、
燃料価格の高騰や慢性的なドライバー不足による外注費用が大きく増加した結果、減益とな
りました。
　この結果、物流関連事業の営業収益は474億89百万円（前期比1.0％増）となりました。
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区 分 (2020年 4 月 1 日から)2021年 3 月31日まで

前連結会計年度

　
(2021年 4 月 1 日から)2022年 3 月31日まで

当連結会計年度

　 前期比
金 額 構 成 比 金 額 構 成 比

物 流 関 連 事 業
百万円 ％ 百万円 ％ ％

47,024 98.4 47,489 98.4 1.0
不 動 産 関 連 事 業 449 0.9 448 0.9 △0.2
そ の 他 事 業 308 0.7 316 0.7 2.6
合 計 47,782 100.0 48,254 100.0 1.0

［不動産関連事業］
　不動産関連事業におきましては、当社グループ各社にて保有している不動産の有効活用を
図るために、外部への賃貸事業を営んでまいりました。
　この結果、不動産関連事業の営業収益は４億48百万円（前期比0.2％減）となりました。

［その他事業］
　その他事業におきましては、主に、旅客自動車運送事業および売電事業を営んでおりま
す。旅客自動車運送事業におきましては、緊急事態宣言の解除に伴い、クラブ・サークル活
動等の遠征や冠婚葬祭時の送迎業務が一部回復したことで、増収となりました。
　また、売電事業におきましては、㈱エスラインギフの名古屋第１・第２センター、豊橋支
店、豊田支店、豊田センターおよび㈱スリーエス物流の本社第１センターの計６か所で発電
を行っております。（総発電量1,333.96ｋＷ）
　この結果、その他事業の営業収益は３億16百万円（前期比2.6％増）となりました。

セ　グ　メ　ン　ト　別　営　業　収　益
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⑵　設備投資等の状況
　当連結会計年度中において実施した設備投資の総額は、29億９百万円であり、その主な
ものは、次のとおりであります。
①　当連結会計年度中に取得した主要な設備
ア．車両128台（大型車40台、４ｔ車43台、２ｔ車19台、２ｔ車未満15台、バス３台、
フォークリフト８台）を購入いたしました。
イ．連結子会社㈱エスラインギフの川口支店荷扱場（平屋建、延床面積1,999.28㎡）を新
築いたしました。

ウ．連結子会社㈱エスラインギフの厚木支店の代替用地（8,934㎡）を取得いたしまし
た。
エ．連結子会社㈱エスラインミノの新倉庫Ａ棟（平屋建、延床面積1,578.72㎡）およびＢ
棟（平屋建、延床面積1,294.80㎡）を新築いたしました。

②　当連結会計年度中において実施した重要な固定資産の撤去
　重要な固定資産の売却、撤去はありません。

⑶　資金調達の状況
　当連結会計年度中の設備投資に要した資金は、借入金および自己資金を充当しておりま
す。
　また、機動的かつ安定的な資金調達手段の確保を目的として、2022年３月に、取引銀行
４行と総額30億円のコミットメントライン契約を締結しております。

⑷　対処すべき課題
　今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症に対する予防接種の浸透や治療
薬の開発が進むことにより、経済活動も回復に向かうものと期待しておりますが、完全な終
息には、まだ相当な時間がかかると思われます。そうしたなか、物流関連業界におきまして
は、コロナ禍での様々な対応により、商品の流通形態は実店舗での購買からネット環境へと
消費様式が変化し、個人への宅配輸送量は増加したものの、企業間物流の輸送量は伸び悩む
状況となっております。また、改正労働法施行による残業時間の規制強化に伴う労働環境の
改善への取り組みによる人件費の増加、物流施設内作業の省力化・自動化のためのシステム
費の増加、燃料費の高騰や車両価格の値上げ等、数多くのコスト増加要因が見込まれ、当社
を取り巻く経営環境は引き続き厳しい状況が続くものと予想されます。
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　こうしたなか、当社は中期経営計画の策定にあたり、長期ビジョンで目指す事業像『商品
を送る安心と、受け取る嬉しさをつなぐ、ありがとう創造企業』の実現のために、『荷物を
運ぶ、保管する、その最適な方法をお客様とともに考える事で、お客様に「ありがとう」と
思われる会社』になる。また、『働き方改革を通じ、社員からも「ありがとう」と思われる
会社』になる、といった、たくさんの「ありがとう」を創造する３か年（計画期間：2022
年４月１日から2025年３月31日）とする中期経営計画を策定いたしました。
　その中期経営計画では、
①　規模の拡大
②　質の向上
③　推進体制・基盤の強化
の３つの基本方針と、「輸送サービス分野」「物流サービス分野」「ホームサービス分野」
の各分野に「流通分野」を新規事業として加え、取り組むこととしました。また、「ＥＳ
Ｇ」の取り組みについても推進し、さらなる企業価値の向上に取り組んでまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申
しあげます。
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期　別
区　分

第80期
2019年３月期

第81期
2020年３月期

第82期
2021年３月期

第83期(当連結会計年度)
2022年３月期

営 業 収 益 (百万円) 49,136 48,999 47,782 48,254
経 常 利 益 (百万円) 1,756 1,058 1,629 1,431
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 (百万円) 969 3,118 971 966

1 株 当 た り 当 期 純 利 益 ( 円 ) 87.88 285.23 89.57 89.11
総 資 産 (百万円) 36,678 40,597 40,808 41,643
純 資 産 (百万円) 21,108 23,821 24,922 25,660
1 株 当 た り 純 資 産 額 ( 円 ) 1,913.40 2,197.15 2,298.75 2,366.00

期　別
区　分

第80期
2019年３月期

第81期
2020年３月期

第82期
2021年３月期

第83期(当期)
2022年３月期

営 業 収 益 (百万円) 804 848 723 826
経 常 利 益 (百万円) 550 563 460 534
当 期 純 利 益 (百万円) 312 593 458 534
1 株 当 た り 当 期 純 利 益 ( 円 ) 28.29 54.27 42.24 49.26
総 資 産 (百万円) 16,880 19,097 18,672 20,192
純 資 産 (百万円) 11,019 11,090 11,534 11,707
1 株 当 た り 純 資 産 額 ( 円 ) 998.90 1,022.94 1,063.92 1,079.45

⑸　財産および損益の状況の推移
①　企業集団の財産および損益の状況の推移

②　当社の財産および損益の状況の推移
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会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容

株 式 会 社 エ ス ラ イ ン ギ フ 50
百万円

100.00
％ 貨物自動車運送事業
旅客自動車運送事業

株 式 会 社 エ ス ラ イ ン 九 州 80 100.00 貨物自動車運送事業

株 式 会 社 エ ス ラ イ ン ヒ ダ 55 100.00 貨物自動車運送事業

株 式 会 社 ス リ ー エ ス 物 流 50 100.00 貨物自動車運送事業

株 式 会 社 エ ス ラ イ ン 奈 良 20 100.00 貨物自動車運送事業

株 式 会 社 ス ワ ロ ー 物 流 東 京 20 100.00 貨物自動車運送事業

株 式 会 社 エ ス ラ イ ン 郡 上 10 100.00 貨物自動車運送事業

株 式 会 社 ス ワ ロ ー 急 送 10 100.00 貨物自動車運送事業

株 式 会 社 エ ス ラ イ ン ミ ノ 10 100.00 貨物自動車運送事業

株 式 会 社 エ ス ラ イ ン 各 務 原 10 100.00 貨物自動車運送事業

株 式 会 社 エ ス ラ イ ン 羽 島 10 100.00 貨物自動車運送事業

⑹　重要な親会社および子会社の状況
①　親会社との関係
　当社は親会社を有しておりません。

②　重要な子会社の状況

(注）　上記の重要な子会社ではありませんが、当社の完全子会社である株式会社スワロー物流は、株式会社
宅配百十番岐阜を2021年10月１日を効力発生日として吸収合併し、また、同日付で商号を株式会社スワ
ロー物流岐阜に変更いたしました。

③　事業年度末日における特定完全子会社の状況
　該当事項はありません。

⑺　主要な事業内容
　当社は、純粋持株会社としてエスライングループ各社の経営指導および運営管理を行って
おり、また、同グループ各社は小口商業貨物・貸切貨物・引越貨物・宅配貨物等の貨物自動
車運送事業、倉庫業、旅客自動車運送事業、自動車整備事業、不動産賃貸業、情報処理サー
ビス業、損害保険代理業等を行い、各社がそれぞれの区域と分野を分担しながら有機的に結
合し、相互に協力して事業活動を展開しております。
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会 社 名 主 要 な 事 業 内 容 車 両 台 数 主 要 な 営 業 所

株式会社エスラインギフ
貨物自動車運送事業 1,308

台 札幌市、川口市、東京都
江東区、浜松市、清須市、
岐阜県羽島郡岐南町、
京都市、大阪市、福岡市

旅客自動車運送事業 44 岐阜県羽島郡岐南町

株式会社エスライン九州 貨物自動車運送事業 160 鹿児島市、宮崎市、
熊本市、鳥栖市

株式会社エスラインヒダ 貨物自動車運送事業 235
高山市、富山市、
岐阜県羽島郡岐南町、
中津川市

株式会社スリーエス物流 貨物自動車運送事業 115 一宮市、四日市市

株式会社エスライン奈良 貨物自動車運送事業 82 天理市

株式会社スワロー物流東京 貨物自動車運送事業 43 川口市

株式会社エスライン郡上 貨物自動車運送事業 41 郡上市

株式会社スワロー急送 貨物自動車運送事業 33 岐阜市

株式会社エスラインミノ 貨物自動車運送事業 82 岐阜県羽島郡岐南町

株式会社エスライン各務原 貨物自動車運送事業 62 各務原市、
愛知県丹羽郡大口町

株式会社エスライン羽島 貨物自動車運送事業 50 羽島市

⑻　主要な営業所等
①　当社
　岐阜県羽島郡岐南町平成四丁目68番地に本社を置き、エスライングループ全体を統括
管理いたしております。

②　子会社
主要な拠点等
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従 業 員 数 前期末比増減
合 計 2,117名 32名 (減)

⑼　従業員の状況
①　企業集団の従業員数の状況

（注）⒈　従業員数は、就業人員であり、臨時従業員は含まれておりません。
⒉　臨時従業員の年間平均雇用人員数は、1,192名であります。（１日８時間換算）

②　当社の従業員数の状況
　純粋持株会社であり業務を委託しているため、従業員はおりません。

借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 1,493 百万円

株 式 会 社 十 六 銀 行 468
み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 333
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 333
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 263

⑽　主要な借入先

⑾　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑿　事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⒀　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⒁　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
　該当事項はありません。

⒂　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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⑴　発行可能株式総数 40,847,000株
⑵　発行済株式の総数 11,095,203株（自己株式118,387株を含む）
⑶　株主数 9,601名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

有 限 会 社 美 美 興 産 1,266 千株 11.54 ％

株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 500 4.56

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 500 4.55

株 式 会 社 十 六 銀 行 493 4.50
日 本マスタートラスト信託銀行株式会社
( 信 託 口 ） 429 3.91

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 385 3.50

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 363 3.31

王 子 運 送 株 式 会 社 361 3.29

エ ス ラ イ ン 従 業 員 持 株 会 348 3.17

株 式 会 社 市 川 工 務 店 320 2.91

⒉　会社の株式に関する事項

⑷　大株主（上位10名）

（注）⒈　持株比率は、自己株式118,387株を控除して計算しております。
⒉　自己株式数には、業績連動型株式報酬制度（株式給付信託（BBT））および当社の一部のグループ
会社社員対象の株式給付制度（株式給付信託（J-ESOP））のために設定した、みずほ信託銀行株式
会社（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行（信託E口））が所有する当社株式131,200株は
含まれておりません。
⒊　有限会社美美興産は、当社代表取締役である山口嘉彦およびその親族が株式を保有する資産管理会
社であります。

⑸　当事業年度中に業績連動型株式報酬制度（株式給付信託（BBT））に基づき給付した株式
の状況
　2021年６月29日開催の第82期定時株主総会終結の時をもって取締役を退任した桑原　等
および村瀨博三に対し、2017年６月29日開催の第78期定時株主総会において決議いただき
導入した業績連動型株式報酬制度（株式給付信託（BBT））に基づき、役員株式給付規程に
定める算出方法によって算出された普通株式2,000株を給付いたしました。
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⑹　政策保有株式に関する方針
　当社は、政策保有株式の保有の可否につきましては、当該保有先との事業上の円滑かつ良
好な取引関係の維持・強化、経営戦略上の重要な事業提携等の保有目的などを総合的に勘案
した結果、その保有の意義が認められるものを除き、原則保有しないことを基本方針として
おります。
　また、保有にあたりましては、毎年取締役会において、個別銘柄毎に保有目的の適切性や
中長期的な経済合理性や将来の見通し、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合ってい
るか等の観点からその保有の意義の検証を行っております。検証の結果、保有意義がないと
判断したものについては、売却・処分いたします。
　政策保有株式の議決権の行使につきましては、その議案の内容を十分に精査したうえで、
適切に議決権を行使いたします。

⑺　その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。

⒊　会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

※ 取 締 役 社 長 山 口 嘉 彦

㈱エスラインギフ　　取締役会長
㈱エスライン九州　　取締役会長
㈱エスラインヒダ　　取締役会長
㈱スリーエス物流　　取締役会長
㈱エスライン奈良　　取締役会長
㈱スワロー物流東京　取締役会長
㈱エスライン郡上　　取締役会長
㈱スワロー急送　　　取締役会長
㈱エスラインミノ　　取締役会長
㈱エスライン各務原　取締役会長
㈱エスライン羽島　　取締役会長

取 締 役 堀 江 繁 幸 輸送業務担当
㈱エスラインギフ　　取締役社長

取 締 役 白 木 　 武 管理部門統括
取 締 役 青 木 浩 一 総務・法務・広報業務担当
取 締 役 加 藤 孝 一 輸送関連業務担当

㈱スリーエス物流　　取締役社長
取 締 役 笠 井 大 介 輸送業務担当
取 締 役 村 瀨 光 明 財務・経理業務担当
取締役(監査等委員・常勤) 村 瀬 明 治

○ 取 締 役
( 監 査 等 委 員 ) 中 　 村 　 源 次 郎 ㈱秋田屋本店、日本養蜂㈱、㈱秋田屋フーズ

代表取締役会長
○ 取 締 役

( 監 査 等 委 員 ) 岡 本 　 実 ㈱アクト・デザインズ　代表取締役会長

⒋　会社役員に関する事項

⑴　取締役の氏名等

（注）⒈　※印は、代表取締役であります。
⒉　○印は、社外取締役であります。
⒊　監査等委員である取締役　村瀬明治は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定し

ている理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門と
の連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるため
であります。

⒋　社外取締役　中村源次郎および岡本　実は、当社が上場する金融商品取引所（株式会社東京証券取
引所および株式会社名古屋証券取引所）に対し、独立役員として届け出ております。

⒌　桑原　等および村瀨博三は、2021年６月29日開催の第82期定時株主総会終結の時をもって、取締
役を退任いたしました。

⑵　責任限定契約の内容の概要
　当社定款においては、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）の会社法第423条
第１項の責任について、善意かつ重過失がないときは一定限度を設ける契約を締結すること
ができる旨を定めておりますが、現時点では、取締役（業務執行取締役等であるものを除
く。）との間で責任限定契約を締結しておりません。
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⑶　当事業年度に係る取締役の報酬等の額
①　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

　当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、
「決定方針」という。）を決議しており、その決議に際しては、あらかじめ決議する内容
について、指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容
の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・
報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うも
のであると判断しております。
　決定方針の概要は、次のとおりであります。
ア．基本方針

　当社の取締役の報酬は、基本報酬と賞与ならびに業績連動型株式報酬制度（株式給付
信託（BBT））により構成され、会社業績との連動性を反映した報酬体系とすることを
基本方針とする。

イ．基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、在任年数に応じて業界もし
くは同規模の他社の水準、従業員の給与・賞与水準や過去の支給実績などを総合的に勘
案のうえ、指名・報酬諮問委員会からの答申を受け、株主総会により決定された報酬限
度額の範囲内で、取締役会において決定するものとする。

ウ．業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関
する方針
　一般的に業績連動報酬等として解されている賞与について、当社では、従業員の給
与・賞与水準や過去の支給実績などを総合的に勘案のうえ、一定の係数により算出し、
指名・報酬諮問委員会からの答申を受け、株主総会により決定された報酬限度額の範囲
内で、取締役会において決定するものとする。ただし、会社の業績や経営内容、経済情
勢等によっては、取締役会において審議のうえ、支給しない場合もある。
　当社の取締役および一部の子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、
「取締役等」という。）の非金銭報酬等は、業績連動型株式報酬制度（株式給付信託
（BBT））とし、取締役等の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確に
し、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様
と共有することで、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する
意識を高めることを目的として、役員株式給付規程に定められた算定方法によって算出
された株式および金銭を、取締役等の退任時に給付するものとする。

エ．基本報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬
等の額に対する割合の決定に関する方針
　業務執行取締役の種類別の報酬割合については、業界もしくは同規模の他社の水準、
従業員の給与・賞与水準や過去の支給実績などを総合的に勘案のうえ、指名・報酬諮問
委員会からの答申を受け、取締役会において決定するものとする。
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役員区分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額 対象となる

役員の員数基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等
取締役

（監査等委員を除く） 31百万円 28百万円 ２百万円 － ９名
取締役（監査等委員） 16百万円 14百万円 ２百万円 － ３名
（うち社外取締役） （５百万円） （４百万円） （１百万円） （－） （２名）

合 計
（うち社外取締役）

48百万円
（５百万円）

43百万円
（４百万円）

５百万円
（１百万円）

－
（－）

12名
（２名）

オ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　個人別の報酬額については、取締役その他の第三者への委任は行わず、指名・報酬諮
問委員会からの答申を受け、取締役会においてその具体的内容を決定するものとする。

②　取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　取締役（監査等委員を除く。）の金銭報酬（基本報酬および賞与）の額は、2015年６
月26日開催の第76期定時株主総会において、年額１億円以内（賞与を含む。）と決議い
ただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名です。
　また、金銭報酬とは別枠で、2017年６月29日開催の第78期定時株主総会において、業
績連動型株式報酬制度（株式給付信託（BBT））の導入について決議いただいておりま
す。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は９名です。
　監査等委員の金銭報酬（基本報酬および賞与）の額は、2015年６月26日開催の第76期
定時株主総会において、年額2,000万円以内（賞与を含む。）と決議いただいておりま
す。当該定時株主総会終結時点の監査等委員の員数は３名です。

③　取締役の報酬等の総額等

（注）⒈　業績連動報酬等として、取締役に対して賞与を支給しております。
⒉　非金銭報酬等として、業績連動型株式報酬制度（株式給付信託（BBT））を導入しておりますが、

当該株式報酬の内容およびその交付状況は、「２．会社の株式に関する事項」に記載のとおりです。
⒊　上記の取締役の報酬等の総額等のほか、2006年６月29日開催の第67期定時株主総会における、役

員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の決議に基づき、2021年６月29日開催の第82期定時株主
総会終結の時をもって退任した取締役２名に対し、2021年７月に退職慰労金として24百万円支払っ
ております。

⑷　その他会社役員に関する重要な事項
　特記すべき事項はありません。

⑸　社外役員に関する事項
①　社外取締役　中村源次郎氏

ア．他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
　㈱秋田屋本店、日本養蜂㈱、㈱秋田屋フーズの代表取締役会長でありますが、当社と
の間には特別の利害関係はありません。
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イ．会社または会社の特定関係事業者の業務執行者または業務執行者でない役員との親族
関係
　該当事項はありません。

ウ．当事業年度における主な活動状況
　取締役会への出席状況および発言状況ならびに社外取締役に期待される役割に関し
て行った職務の概要
　当事業年度開催の取締役会20回のうち19回に出席し、客観的な立場から業績やそ
の他経営の状況を把握し、疑問点等を明らかにするため適宜質問し、必要な意見を述
べております。また、サステナビリティへの造詣が深く、コーポレート・ガバナンス
の向上に向けた有益な助言を行い、当社の持続的成長のために大きな貢献をしており
ます。
　また、指名・報酬諮問委員会の委員として、役員候補者の選定や役員報酬等の審議
に携わり、必要な意見を述べております。
　監査等委員会への出席状況および発言状況
　当事業年度開催の監査等委員会13回のうち12回に出席し、客観的な立場から業績
やその他経営の状況を把握し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項
の協議等を行っております。

エ．当社の子会社から当該事業年度の役員として受けた報酬等の額
　該当事項はありません。

②　社外取締役　岡本　実氏
ア．他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

　㈱アクト・デザインズの代表取締役会長でありますが、当社との間には特別の利害関
係はありません。

イ．会社または会社の特定関係事業者の業務執行者または業務執行者でない役員との親族
関係
　該当事項はありません。

ウ．当事業年度における主な活動状況
　取締役会への出席状況および発言状況ならびに社外取締役に期待される役割に関し
て行った職務の概要
　当事業年度開催の取締役会20回全てに出席し、客観的な立場から業績やその他経
営の状況を把握し、疑問点等を明らかにするため適宜質問し、必要な意見を述べてお
ります。また、例月のグループ各社の業績や経営目標の進捗確認等に関し積極的に助
言を行い、当社の持続的成長のために大きな貢献をしております。
　また、指名・報酬諮問委員会の委員として、役員候補者の選定や役員報酬等の審議
に携わり、必要な意見を述べております。
　監査等委員会への出席状況および発言状況
　当事業年度開催の監査等委員会13回全てに出席し、客観的な立場から業績やその
他経営の状況を把握し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議
等を行っております。
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エ．当社の子会社から当該事業年度の役員として受けた報酬等の額
　該当事項はありません。

26百万円

36百万円

⒌　会計監査人の状況

⑴　会計監査人の名称
有限責任 あずさ監査法人

⑵　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
①　当事業年度に係る会計監査人としての報酬

②　当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

　（注）⒈　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の報酬等の額を区分しておりませんので、①の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の
額を含めております。

　　　　⒉　当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏
まえ、取締役、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて監査項目別
監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監
査時間および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399
条第１項の同意を行っております。

⑶　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

⑷　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる
場合には、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におい
て、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
　なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要がある
と判断した場合および継続監査年数等を勘案しまして、株主総会に提出する会計監査人の解
任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

⑸　現に受けている業務停止処分に係る事項
　該当事項はありません。

⑹　過去２年間に受けた業務停止処分に係る事項
　該当事項はありません。
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⑺　責任限定契約の内容の概要
　当社定款においては、会計監査人の会社法第423条第１項の責任について、善意かつ重過
失がないときは一定限度を設ける契約を締結することができる旨を定めておりますが、現時
点では、会計監査人との間で責任限定契約を締結しておりません。

⑻　当社子会社の会計監査人の状況
　当社の重要な子会社のうち、㈱エスラインギフは、有限責任 あずさ監査法人の監査を受
けております。

⑼　当事業年度中に辞任した会計監査人に関する事項
　該当事項はありません。
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⒍　会社の体制および方針

⑴　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の
適正を確保するための体制
①　当社または子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合すること
を確保するための体制
ア．エスライングループ各社は、在籍者全員に対し、「国内の法令、定款、社内規程およ
び企業倫理の遵守」（以下、「コンプライアンス」という。）を徹底し、オープンでフ
ェアな企業活動を通じて社会から信頼される会社を目指すことを基本方針とする｡
　この基本方針に基づき、エスライングループ各社は、コンプライアンス推進規程およ
びコンプライアンス実践の基準を定める「社員行動基準」を制定する。
イ．万一、コンプライアンスに関する事態が発生した場合には、コンプライアンス推進委
員会を開催し、当該事態の対応と処分および再発の防止を審議する。

ウ．エスライングループ各社は、証券取引に関連する法令および証券取引所の諸規程を遵
守するとともに、インサイダー取引規制に関し厳重に管理する。
　当社は、エスライングループ各社に関する経営関連情報の公正かつ適時、適切な開示
を実施する。

エ．エスライングループ各社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的
勢力・団体に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。

②　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制ならびに子会社の
取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
ア．取締役会（当社を除くエスライングループ各社は、役員会）での決議状況および各取
締役の業務執行の決裁状況ならびにその監督等に係る情報・文書等は、取締役会規程、
役員会規程および稟議規程ならびに文書管理に関する社内規程に従い、適切に保存およ
び管理（廃棄を含む）する。なお、取締役は、これらの情報・文書等を常時閲覧できる
ものとする。
イ．内部統制担当取締役は、必要に応じて職務執行情報の保存および管理の運用状況に関
する検証と各規程等の見直しを行い、取締役会への報告を行う。
ウ．コンプライアンスに関する事態が発生した場合において、特に取締役との関連性が高
いなどの重要な問題は、取締役会（当社を除くエスライングループ各社は、役員会およ
び当社）への報告事項とする。
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③　当社または子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　エスライングループ各社は、経営を取巻く各種リスクを分析し、事業の円滑な運営に
重大な影響を及ぼす損失に適確に対処し、株主、顧客および社員の安全と損失の低減お
よび再発の防止を図り、事業継続を可能にすることを目的とした「リスクマネジメント
基本方針」ならびに「リスク管理諸規程」を制定する。これに基づき、エスライングル
ープ各社は、リスクカテゴリー毎の責任部署等を定め、リスクマネジメント推進活動を
積極的に展開する｡
　当社の「総務・法務・広報業務」担当取締役は、内部監査等により「法令および定
款」違反、その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為等が発見された場合に
は、当該危険の内容およびそれらがもたらす損失の程度等について直ちに内部統制担当
取締役に通報される体制を構築する。
　また、大規模な事故、災害等が発生した場合は、直ちに対策本部を設置し、状況の把
握、初期対応の実施および再発の防止を行う。

④　当社または子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア．経営計画のマネジメントについては、エスライングループ各社の年度計画に基づき、
業績目標および予算を提示し、それぞれの事業会社または事業セグメント等の業務執行
を委託された取締役および経営執行責任者が、決定された目標達成のための活動を行
う。
　また、内部統制担当取締役は、設定した目標が当初の予定通りに進捗しているか業績
報告を通じて定期的に検証を行う。
イ．業務執行のマネジメントについては、取締役会規程で定める取締役会（当社を除くエ
スライングループ各社は、役員会）への付議事項に関し、当該事項を漏れなく付議する
ことを遵守し、議題の審議に関する十分な資料が事前に役員に配付される体制を構築す
る。

ウ．日常の職務執行に際しては、職務分掌等に基づき権限の委譲が適正に行われ、稟議規
程に定める決裁基準等に基づき決裁権限のある責任者が適正かつ効率的に職務の執行が
行われる体制を構築する。

⑤　当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ア．当社は、エスライングループの内部統制を担当する「統括管理部署」を設置し、エス
ライングループ各社への指導・支援を実施する。
イ．統括管理部署は、エスライングループ各社の管理規程の作成を指導し、エスライング
ループ各社における取締役の重要な業務執行に関する事前報告体制および意思決定体制
を構築する。
ウ．当社は、内部統制担当取締役がエスライングループの内部監査を担当する部署との十
分な情報交換を行い、エスライングループ各社間における不適切な取引または会計処理
を防止するための「内部監査体制」を構築する。
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⑥　監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項
　監査等委員会の職務の補助者は内部監査担当とする。

⑦　監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人の当社の他の取締役（監査等委員
である取締役を除く。）からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の職務を補助す
べき取締役および使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
　監査等委員会の職務の補助者は、専任とし、その具体的な内容については、監査等委
員会の意見を聴取し、関係部門を担当する取締役の意見も十分に考慮して決定する。
　また、この場合には、当該補助者の任命・異動については、監査等委員会の同意を必
要とし、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行する。

⑧　当社または子会社の取締役および使用人等から監査等委員会への報告に関する体制
　エスライングループ各社の取締役および使用人等は、当社の監査等委員会の定める監
査等委員会規程に従い、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事
実、または当社もしくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、その他当社の
監査等委員会が求める報告および情報提供を行わなければならないものとする。

⑨　監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け
ないことを確保するための体制
　エスライングループ各社は、在籍者がコンプライアンスに違反する行為を発見した場
合の報告体制として、通報者のプライバシー保護と不利益処遇禁止保護等通報者の権利
保護については、万全に配慮するものとする。

⑩　監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について
生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
　当社の監査等委員の職務の執行に関する費用や債務の処理については、監査等委員会
の職務の執行に関するものでないことが明らかである場合を除き、会社法第399条の２
第４項に基づき速やかに、かつ適正に行うものとする。

⑪　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　エスライングループ各社の役員は、当社の監査等委員会の要請による個別ヒアリング
の機会を設けるとともに、業務の適正を確保する上で、必要な各種会議に当社の監査等
委員の出席を確保する。なお、当社は、代表取締役社長および会計監査人それぞれと当
社の監査等委員会との間における定期的意見交換会を設置する。また、エスライングル
ープ各社の役員は、監査の実効性確保に係る当社の監査等委員会の意見を十分に尊重す
るものとする。
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⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、長期的な企業業績の維持向上を図るため、グループの競争力強化に向け、コーポ
レート・ガバナンスの確立を重要課題として認識し、その強化に取り組んでおります。
　様々なガバナンスの仕組みを整備するとともに、監査・監督機能のさらなる強化を図るた
め、2015年６月26日開催の第76期定時株主総会での承認を得て監査役会設置会社から監査
等委員会設置会社へ移行いたしました。この機関設計の変更により、経営の効率性、健全性
および透明性の高い経営の実現を目指すとともに、コーポレート・ガバナンスのさらなる充
実に努めてまいりました。
　当社は、株主様の権利の確保とその有効な行使のために、少数株主様、外国人株主様を含
む全ての株主様の平等な取扱いに配慮いたします。また、当社の経営理念のもと、様々なス
テークホルダーの立場とダイバーシティ（多様性）を十分に尊重し、かつコンプライアンス
を遵守する企業文化・風土の醸成に努めております。
　当事業年度における、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、次のとおり
であります。
①　当社または子会社の取締役および使用人の職務の執行について、毎月１回開催する取締
役会では、経営方針・法令等で定められた重要な経営課題についての決定を行っておりま
す。また、その他日常的な業務の監督・決定・統括等については、常務会（常勤役員で構
成・概ね毎週１回開催）という機関のもと、稟議事項およびその他業務に関しての、意思
の共有と執行決定を行っております。

②　子会社および各支店で発生する諸問題および業務執行の適正化を図るため、グループト
ップ会議（３か月に１回開催）・支店全体会議（ｗｅｂにて隔月開催）を開催し、子会社
の取締役や各本部の本部長からの報告を受け、適切な指示を行っております。
③　コンプライアンスに対する取り組みとして、全社員に会社が定めたコンプライアンス推
進規程を掲載した手帳（エスラインの姿勢）を携行させ、各種会議時には「社是」および
「コンプライアンス宣言（社員行動基準）」を唱和し、会議内容については会議議事録を
内部監査部門が内部監査時に確認することにより、法令遵守の徹底を図っております。
④　当社の取締役は、当社グループの重要な統治機関の一翼を担う者として期待される役
割・責務を果たすため、必要な知識の習得や研鑽を目的に、取締役会年間計画の中で各種
トレーニングの機会を定めたうえで実施しております。
⑤　当社取締役会は、適切な業務執行の決定や監督機能の発揮などの取締役会の役割・責務
を果たすため、毎年、取締役（監査等委員である取締役を含む。）に対し、記名式アンケ
ートを実施し、取締役会の実効性の分析・評価をしております。取締役会は、本取り組み
を通じて、より実効性の高い取締役会の実現を目指しております。また、その結果の概要
については、当社ウェブサイト上において開示しております。

⑥　法令遵守およびリスク管理等の徹底のために、「コンプライアンス推進委員会」「リス
クマネジメント推進委員会」を設置し、グループ会社の各部署・支店と情報の共有化を図
り、内部統制システムの充実等に積極的に取り組んでおります。
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⑶　剰余金の配当等の決定に関する方針
①　当社グループは、企業価値の向上と株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題の一
つとして認識しており、事業の効率化および拡大に必要な内部留保の充実を勘案しつつ、
安定的な配当の継続と、当社グループの経営成績や経営環境の変化に応じた適切な利益還
元を行うことを基本方針としております。
②　配当方針の変更（中間配当の実施）について
　株主の皆様への利益還元の機会を充実させ、株式を継続して保有していただくことを目
的として、2019年５月10日開催の取締役会での決議により、中間配当と期末配当の年２
回実施する方針に変更し、2020年３月期より中間配当を実施しております。

⑷　当社の中期経営計画
①　名称

“ありがとう創造計画”

②　計画期間
2022年４月１日から2025年３月31日（３か年）

③　中期経営計画のテーマ
　長期ビジョンで目指す事業像『商品を送る安心と、受け取る嬉しさをつなぐ、ありがと
う創造企業』を実現するために、『荷物を運ぶ、保管する、その最適な方法をお客様とと
もに考える事で、お客様に「ありがとう」と思われる会社』になる。また、『働き方改革
を通じ、社員からも「ありがとう」と思われる会社』になる、といった、たくさんの「あ
りがとう」を創造する３か年計画とする。

④　中期経営計画の方針
ア．規模の拡大

　コロナ禍からの輸送需要回復を着実に取り込むとともに、新たな荷主開拓・荷主層
再編を継続して取り組み、確固たる収益基盤を築く。
　特定の輸送・物流サービス（取扱商品、荷主層、地域、運送形態）を対象に、推進
体制を重点的に強化し、持続的成長に向けた成長エンジンとする。

イ．質の向上
　基幹システムリニューアルとあわせた、輸送サービスにおけるＤＸ推進、倉庫の省
人化・効率化投資の積極推進など、次世代を見据えた最新技術導入を推進し、提供サ
ービス・オペレーションをより洗練させる。
　当社グループとしての研修・人材育成強化に加え、採用・人材育成に資する新規事
業を立ち上げ（例：研修会社、保育所）、当社における人材の質のさらなるレベルア
ップのためのインフラを整備する。

ウ．推進体制・基盤の強化
　当社が中心となってグループ各社を統括・牽引する姿を目指し、持株会社機能を見
直し、グループとしての推進体制を再構築する。
　業績管理の中核である事業セグメント別業績管理について、基準、システム、運用
ルールの面から再構築を図り、正確な情報を提供できる姿を実現する。
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2025年３月期（最終年度）

営業収益 540億円

経常利益（利益率） 21億6千万円（4.0％）

ＲＯＥ 5.0％

⑤　事業分野別の取組方針
ア．輸送サービス分野

　当社グループの中核事業である特積事業は、コロナ禍からの物量回復を確実に取り
込むとともに、採算性への意識改革やＤＸ取組を通じた収益性改善を実現する。
　貸切事業、輸出入貨物の取引等、さらなる需要掘り起こしを企図し、推進体制を強
化する。

イ．物流サービス分野
　関東エリアにおける倉庫拠点網拡大、営業体制強化による収益力拡大を図るととも
に、近年中部エリアに新設・大幅改修した倉庫拠点の稼働率を向上させ、収益の柱と
して確立する。
　倉庫の省人化・効率化を積極的に推進し、倉庫オペレーションのさらなる高度化・
専門化を追求する。

ウ．ホームサービス分野
　当社toＣ物流として位置付けられる大型商品（家電）配送事業と引越事業は、推進体
制を拡大・強化し、配送品質を向上させる事で、さらなる収益拡大を図る。

エ．流通分野（新規事業）
　流通機能（受発注、代金決済機能、需要予想）を拡充し、システム提供、運用支
援、輸送・保管と組み合わせた流通機能の一貫提供により、流通ソリューション企業
としての足掛かりを作る。
　本業の人材育成・採用強化に貢献し、過度な投資を必要としない事業を新規事業の
有力候補と位置づけ、事業化を推進する。
　長期ビジョン実現に向けた課題であるＥＣ物流への取り組みを図るために、ＥＣサ
イト構築への試行や、ＥＳＧ取組（社会貢献）の一環として、地域配送サービスの展
開に向けた商品配送についての研究も推進する。

オ．ＥＳＧの取り組み
　持続可能な社会の実現、中長期的な企業価値の向上を目指して、環境・社会に配慮
した事業運営に取り組む。また、グループ経営力を高めるためのガバナンス強化を推
進する。
　企業市民として、地域清掃や安全指導等の地域貢献活動に取り組む。

⑥　経営目標
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⑸　会社の支配に関する基本方針
①　会社の支配に関する基本方針の内容
　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、経営の基本理念をはじめ
当社の財務基盤や事業内容等の企業価値の源を十分理解し、当社の企業価値ひいては株主
共同の利益を継続して確保し向上していくことを可能とする者でなければならないと考え
ております。
　当社株式の自由な売買は株主の皆様に保障された当然の権利であり、また、金融商品取
引所に上場する株式会社としての当社株主の在り方は、当社株式の市場における自由な取
引を通じて決定されるものであります。
　また、当社の支配権の移転を伴う大規模な買付行為や買付提案またはこれに類似する行
為がなされた場合であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであ
れば、一概に否定するものではなく、これに応ずるべきか否かの判断も、最終的には株主
の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。
　しかしながら、近年、わが国の資本市場における株式の大規模な買付行為や買付提案の
中には、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、株主の皆様が買付
の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための必要か
つ十分な情報や時間を提供しないもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に
資さないものも少なくありません。
　当社は、上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあ
る大規模な買付等を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としては
適切ではないと考えております。

②　会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組み
＜中長期的な経営戦略に基づく取り組み＞
　当社は、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の
企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取り組みとして、次の施策を実施し
ております。これらの取り組みは、上記①の会社の支配に関する基本方針の実現に資する
ものと考えております。
　当社は、陸軍統制令や終戦により統合・分離を経て、1947年に「岐阜トラック運輸株
式会社」として設立以来、貨物自動車運送事業を中心として、全国配送に向けた輸送路線
網の充実や拠点の整備、大量高速輸送時代に先駆けたトレーラー輸送の開始、Ｓライン日
本グループによる全国輸送ネットワーク体制の確立、業界初のオンラインシステム（スリ
ーエスシステム）の稼動、子会社化方式による輸送周辺領域業務の取り組み等、お客様の
様々なニーズにお応えすべく注力してまいりました。
　また、当社は、グループ体制のさらなる発展と結束力の強化、収益力の向上、また、各
事業会社の迅速な意思決定と環境変化にも機動的かつ柔軟な対応を図ることにより企業価
値を高めることを目的として、会社分割によって2006年10月に純粋持株会社体制に移行
し、現在に至っております。

－ 27 －



　当社グループは、貨物自動車運送事業のうち、主に小口商業貨物輸送（特別積合せ）事
業を営むエスライングループ８社と、地域や顧客に特化した物流サービス全般を行う事業
会社10社および損害保険代理業や産地直送品販売を行う事業会社２社からなるスワロー
グループ12社の合計20社で構成され、札幌から鹿児島までを結ぶ路線内に支店・営業所
を有しておりますが、主には東京から福岡までの太平洋ベルト地帯を事業基盤としてトラ
ック輸送を中心とした物流関連事業を営んでおります。
　当社は、持株会社体制への移行により、貨物自動車運送事業、倉庫業、物品販売事業、
情報処理事業、自動車整備事業等、輸送事業とその関連周辺分野を中心とした事業領域に
おいて経営資本を投下し管理体制を敷き、事業の効率化と生産性向上を推進することによ
り、当社グループの一層の利益体質の確立と企業価値の向上を図り、総合物流企業として
さらなる発展と飛躍を目指して、日々注力しております。

＜当社の経営理念＞
　当社は、会社設立以来、社是「和」のもと、「法の遵守」、「社会貢献」、「環境と顧
客の優先」、「全員参加」を経営の基本理念として掲げ、「ときめき（自主性）、ひらめ
き（創造性）、こだわり（独自性）」の精神を持って、事業運営に取り組み、「エスライ
ンブランドを築く」ことを経営のビジョンとしております。今後につきましても株主の皆
様をはじめ取引先、社員、地域社会等ステークホルダーとの深い信頼関係に基づき、着実
な事業の発展と企業価値の安定的な向上に注力してまいりたいと考えております。

③　会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方
針の決定が支配されることを防止するための取り組み
　当社は、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および
事業の方針の決定が支配されることを防止する取り組みである、「当社株式の大規模買付
行為に関する対応策（買収防衛策）」について、2020年６月26日開催の第81期定時株主
総会において、従前からのプランの語句の一部修正等を行い、継続（以下、継続後の対応
策を「本プラン」といいます。）することについて、ご承認を受けております。

　本プランの概要は以下のとおりです。
ア．当社株式の大規模買付行為等
　本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループの議決権割合を20％
以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グルー
プの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為をいい、かかる買付行為を行
う者を大規模買付者といいます。
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イ．大規模買付ルールの概要
　大規模買付ルールとは、取締役会に対し事前に、大規模買付者による意向表明書（大
規模買付ルールに従う旨の法的拘束力を有する誓約文言を含み、所定の内容を日本語で
記載した文書）を提出したうえで、所定の必要かつ十分な情報を提供（情報が不十分と
考えられる場合には追加情報を提出、なお、追加的に情報提出を求める場合の期限を、
最初に必要情報を受領した日から起算して60日を上限とする）し、取締役会による一
定の評価期間（以下、「取締役会評価期間」といいます。）または株主検討期間を設け
る場合には、取締役会評価期間と株主検討期間が経過した後に、大規模買付行為を開始
するというものです。
ウ．大規模買付行為が実施された場合の対応
　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模
買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代
替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付
行為に対する対抗措置は講じません。
　ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であっても、当
該大規模買付行為が、結果として当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価
値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判断する場合には、対抗措置を
講ずることがあります。
エ．対抗措置の客観性・合理性を担保するための制度および手続
　対抗措置を講ずるか否かについては、取締役会が最終的な判断を行いますが、本プラ
ンを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断
の客観性・合理性を担保するため、独立委員会を設置しております。
　取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非につ
いて諮問し、独立委員会は、対抗措置の発動の是非についての勧告を行うものとしま
す。

オ．本プランの有効期限等
　本プランの有効期限は、2023年６月30日までに開催予定の当社第84期定時株主総会
終結の時までとなっております。
　ただし、有効期間中であっても、株主総会または取締役会の決議により本プランは廃
止されるものとします。
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④　本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利
益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて
　本プランは、当社株式に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に
応ずるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは取締役会が代替案を提示するために必
要かつ十分な情報や時間を確保する等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保
し、向上させるための取り組みであり、まさに会社の支配に関する基本方針に沿うもので
あります。
　また、本プランは、①買収防衛策に関する指針の要件を充足しており、経済産業省に設
置された企業価値研究会が2008年６月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた
買収防衛策の在り方」および金融商品取引所が2015年６月１日に公表し、2018年６月１
日に改訂した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則１－５．いわゆる買収防衛
策」の内容も踏まえたものとなっていること　②株主共同の利益の確保・向上の目的をも
って導入されていること　③株主総会での承認により発効しており、株主意思を反映する
ものであること　④独立性の高い社外者のみで構成される独立委員会の勧告を尊重するも
のであること　⑤デッドハンド型およびスローハンド型の買収防衛策ではないこと等、会
社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するも
のであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

(注)　本事業報告は、次により記載いたしております。
1.　記載金額は、表示単位未満を切り捨てております。
2.　千株単位の株式数は、表示単位未満を切り捨てております。
3.　前期比および前期増減率は、表示単位未満を四捨五入しております。
4.　出資比率および持株比率は、表示単位未満を切り捨てております。
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監
査
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告

株
主
総
会
参
考
書
類

（2022年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 産 　 の 　 部 ） （ 負 　 債 　 の 　 部 ）
流 動 資 産 10,554 流 動 負 債 8,466
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
営 業 未 収 入 金
貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他
無 形 固 定 資 産
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
退 職 給 付 に 係 る 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

3,957
273
5,475
73
776
△0

31,088
28,450
12,805
2,821
12,080

82
431
228
151
151
2,486
1,379
218
121
779
△12　

支 払 手 形 519
営 業 未 払 金 4,553
短 期 借 入 金 230
1年内返済予定の長期借入金 1,229
リ ー ス 債 務 34
未 払 法 人 税 等 183
賞 与 引 当 金 491
役 員 賞 与 引 当 金 36
設 備 関 係 支 払 手 形 1
そ の 他 1,185
固 定 負 債 7,516
長 期 借 入 金 1,635
リ ー ス 債 務 45
繰 延 税 金 負 債 2,419
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 56
株 式 給 付 引 当 金 42
役 員 株 式 給 付 引 当 金 25
退 職 給 付 に 係 る 負 債 2,424
資 産 除 去 債 務 630
そ の 他 236
負 債 合 計 15,982
（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 24,964
資 本 金 2,237
資 本 剰 余 金 2,959
利 益 剰 余 金 20,018
自 己 株 式 △251

その他の包括利益累計額 696
その他有価証券評価差額金 368
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 153
退職給付に係る調整累計額 174
純 資 産 合 計 25,660

資 産 合 計 41,643 負 債 純 資 産 合 計 41,643

連　結　貸　借　対　照　表

－ 31 －



(2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで)

（単位：百万円）
科 目 金 額

営 業 収 益 48,254
営 業 原 価 45,195
営 業 総 利 益 3,059
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,744
営 業 利 益 1,314
営 業 外 収 益

受 取 利 息 0
受 取 配 当 金 29
仕 入 割 引 12
受 取 手 数 料 8
受 取 賃 貸 料 27
助 成 金 収 入 25
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 8
物 品 売 却 益 14
そ の 他 13 140

営 業 外 費 用
支 払 利 息 6
債 権 売 却 損 14
そ の 他 1 23

経 常 利 益 1,431
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 35
受 取 保 険 金 23 58

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 17 17

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,472
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 529
法 人 税 等 調 整 額 △23 506
当 期 純 利 益 966
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 966

連　結　損　益　計　算　書
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(2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで )

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 2,237 2,959 19,351 △256 24,292

会 計 方 針 の 変 更 に よ る
累 積 的 影 響 額 △58 △58

会 計 方 針 の 変 更 を 反 映
し た 当 期 首 残 高 2,237 2,959 19,293 △256 24,234

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △241 △241
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 966 966

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 5 5
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － 724 4 729
当 期 末 残 高 2,237 2,959 20,018 △251 24,964

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 487 76 64 629 24,922
会 計 方 針 の 変 更 に よ る
累 積 的 影 響 額 △58

会 計 方 針 の 変 更 を 反 映
し た 当 期 首 残 高 487 76 64 629 24,863

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △241
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 966

自 己 株 式 の 取 得 △0
自 己 株 式 の 処 分 5
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） △119 76 110 67 67

当 期 変 動 額 合 計 △119 76 110 67 797
当 期 末 残 高 368 153 174 696 25,660

連結株主資本等変動計算書
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（2022年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 産 　 の 　 部 ） （ 負 　 債 　 の 　 部 ）
流 動 資 産 3,910 流 動 負 債 6,432
現 金 及 び 預 金

営 業 未 収 入 金

関 係 会 社 短 期 貸 付 金

そ の 他

固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 長 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金　

41

22

3,723

123

16,281

3

3

16,278

1,109

2,898

12,266

5

△1　

営 業 未 払 金 53
１年内返済予定の長期借入金 1,229
未 払 金 3
未 払 法 人 税 等 5
預 り 金 5,134
役 員 賞 与 引 当 金 5
そ の 他 0
固 定 負 債 2,053
長 期 借 入 金 1,635
繰 延 税 金 負 債 389
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 22
役 員 株 式 給 付 引 当 金 5
そ の 他 0
負 債 合 計 8,485
（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 11,428
資 本 金 2,237
資 本 剰 余 金 3,068
資 本 準 備 金 2,299
そ の 他 資 本 剰 余 金 769

利 益 剰 余 金 6,373
利 益 準 備 金 351
そ の 他 利 益 剰 余 金 6,022
別 途 積 立 金 70
繰 越 利 益 剰 余 金 5,952

自 己 株 式 △251
評 価 ・ 換 算 差 額 等 278

その他有価証券評価差額金 278
純 資 産 合 計 11,707

資 産 合 計 20,192 負 債 純 資 産 合 計 20,192

貸　借　対　照　表
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(2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで )

（単位：百万円）
科 目 金 額

営 業 収 益 826

営 業 総 利 益 826

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 339

営 業 利 益 486

営 業 外 収 益

受 取 利 息 34

受 取 配 当 金 25

そ の 他 1 61

営 業 外 費 用

支 払 利 息 12

貸 倒 引 当 金 繰 入 1

そ の 他 0 14

経 常 利 益 534

税 引 前 当 期 純 利 益 534

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1

法 人 税 等 調 整 額 △1 △0

当 期 純 利 益 534

損　益　計　算　書
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(2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで)

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

利 益
準 備 金

その他利益剰余金
資 本
準 備 金

その他資
本剰余金

資本剰余
金 合 計

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 2,237 2,299 769 3,068 351 70 5,659
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △241
当 期 純 利 益 534
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分
株 主 資 本 以 外 の 項 目
の 当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ― ― ― 292
当 期 末 残 高 2,237 2,299 769 3,068 351 70 5,952

株 主 資 本 評価・換算差額等
純 資 産
合 計

利 益
剰 余 金 自己株式 株主資本

合 計
その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合 計利益剰余

金 合 計
当 期 首 残 高 6,080 △256 11,130 403 403 11,534
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △241 △241 △241
当 期 純 利 益 534 534 534
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 5 5 5
株 主 資 本 以 外 の 項 目
の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △124 △124 △124

当 期 変 動 額 合 計 292 4 297 △124 △124 172
当 期 末 残 高 6,373 △251 11,428 278 278 11,707

株主資本等変動計算書
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指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大 谷 浩 二
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 池 ヶ 谷 正

独立監査人の監査報告書
2022年５月19日

株式会社エスライン
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
　 名古屋事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社エスラインの2021年４月１日から2022年３月
31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算
書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、株式会社エスライン及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結
計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類
の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連
結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガ
ードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上

－ 38 －



事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大 谷 浩 二
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 池 ヶ 谷 正

独立監査人の監査報告書
2022年５月19日

株式会社エスライン
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
　 名古屋事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社エスラインの2021年４月１日から2022
年３月31日までの第83期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った｡
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他
の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

会計監査人の監査報告書　謄本
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　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類
等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう
か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類
等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガ
ードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第83期事業年度における取締役の職務の執行について
監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

⒈　監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について
定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門と連

携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明
を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会
社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし
た。

②　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会
その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適
正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基
準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

⒉　監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
　①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
　②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません｡
　③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する

事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません｡
　④　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は相当である

と認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったもの
であり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではな
いと認めます。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2022年５月20日

株式会社エスライン　監査等委員会
監査等委員（常勤） 村 瀬 明 治 ㊞
監査等委員（社外取締役）中 　 村 　 源 次 郎 ㊞
監査等委員（社外取締役）岡 本 　 実 ㊞　

監査等委員会の監査報告書　謄本

以　上
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株主総会参考書類

議案および参考事項
第１号議案　剰余金の配当の件
　剰余金の配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
　当社グループは、企業価値の向上と株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題の一
つとして認識しており、事業の効率化および拡大に必要な内部留保の充実を勘案しつつ、
安定的な配当の継続と、当社グループの経営成績や経営環境の変化に応じた適切な利益還
元を行うことを基本方針としております。
　当期は新型コロナウイルス感染症に端を発する不安定な経済活動や、貨物輸送量の回復
が伸び悩んだことにより、引き続き経営環境は大変厳しい状況にありましたが、日頃から
の株主の皆様への感謝の意を表し、当期の期末配当につきましては、１株当たり普通配当
14円とさせていただきたいと存じます。なお、中間配当金として１株当たり８円をお支
払いしておりますので、当期の年間配当金は１株当たり普通配当22円となります。
⑴　配当財産の種類
　金銭といたします。
⑵　株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
　当社普通株式１株につき金14円とし、その配当総額は153,675,424円となります。
⑶　剰余金の配当が効力を生ずる日
　2022年６月30日といたしたいと存じます。
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現 行 定 款 変 更 案

第１章　総　　則
第１条　　　　  （条文記載省略）

第１章　総　　則
第１条　　　　　 （現行どおり）

（目　的） （目　的）
第２条　当会社は次の事業を営む会社の経営指導、

経営管理およびこれに付帯する業務を行う
ことを目的とする。

　(1)～(15)　　 （条文記載省略）
（新　設）

　(16)～(26)　  （条文記載省略）

第２条　　　　　 （現行どおり）

　(1)～(15)　　   （現行どおり）
　(16)　古物営業法に基づく古物商
　(17)～(27)　　 （現行どおり）

第３条～第５条  （条文記載省略） 第３条～第５条　 （現行どおり）

第２号議案　定款一部変更の件
１．提案の理由
⑴　事業会社が行う業務の多様化と今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目

的）の事業目的に「古物営業法に基づく古物商」を加えるものであります。
⑵　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに

規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提
供制度が導入されることとなりますので、次のとおり当社定款を変更するものでありま
す。
①　変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提

供措置をとる旨を定めるものであります。
②　変更案第15条第２項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提

供措置をとる事項のうち、書面での交付請求をした株主に交付する書面に記載する事
項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするための規定を設
けるものであります。

③　株主総会資料の電子提供制度の導入により、株主総会参考書類等のインターネット
開示の規定（現行定款第15条）は不要となるため、これを削除するものでありま
す。

④　上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
２．変更の内容

　変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。）
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現 行 定 款 変 更 案

第２章　株　　式
第６条～第12条 （条文記載省略）

第２章　株　　式
第６条～第12条　（現行どおり）

第３章　株主総会
第13条～第14条 （条文記載省略）

第３章　株主総会
第13条～第14条　（現行どおり）

（株主総会参考書類等のインターネット開示）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類、事業報告、計算書類および連
結計算書類に記載または表示をすべき事項
に係る情報を、法務省令に定めるところに
従い、インターネットを利用する方法で開
示することができる。

（削　除）

（電子提供措置等）
（新　設） 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類等の内容である情報について、
電子提供措置をとるものとする。

２. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち
法務省令で定めるものの全部または一部に
ついて、議決権の基準日までに書面交付請
求した株主に対して交付する書面に記載し
ないことができる。

第16条～第18条 （条文記載省略） 第16条～第18条　（現行どおり）

第４章　取締役および取締役会
第19条～第32条 （条文記載省略）

第４章　取締役および取締役会
第19条～第32条　（現行どおり）

第５章　監査等委員会
第33条～第37条 （条文記載省略）

第５章　監査等委員会
第33条～第37条　（現行どおり）

第６章　会計監査人
第38条～第41条 （条文記載省略）

第６章　会計監査人
第38条～第41条　（現行どおり）
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事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

現 行 定 款 変 更 案
第７章　計　　算

第42条～第45条 （条文記載省略）
第７章　計　　算

第42条～第45条　（現行どおり）

附　則 附　則
第１条　　　　  （条文記載省略） 第１条　　　　　 （現行どおり）

（新　設） 第２条 現行定款第15条（株主総会参考書類等のイ
ンターネット開示）の削除および変更案第
15条（電子提供措置等）の新設は、2022
年９月１日（以下「施行日」という）から
効力を生ずるものとする。

２. 前項の規定にかかわらず、施行日から６か
月以内の日を株主総会の日とする株主総会
については、現行定款第15条はなお効力を
有する。

３. 本附則は、施行日から６か月を経過した日
または前項の株主総会の日から３か月を経
過した日のいずれか遅い日後にこれを削除
する。
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候補者
番　号 氏　名 現在の当社における

地 位 お よ び 担 当
当 事 業 年 度 に
おける取締役会
へ の 出 席 状 況

専門性

企業
経営

営業・
業界の
知見

人事・
労務

財務・
会計

法務・
ﾘｽｸﾏﾈｼﾞ

ﾒﾝﾄ
IT・
DX

1 再任
　

やま

山
ぐち

口
 

　
よし

嘉
ひこ

彦 取締役社長 20回/20回
（100%） ○ ○ ○

2 再任
　

ほり

堀
え

江　
しげ

繁
ゆき

幸
取締役（輸送業務
担当）

20回/20回
（100%） ○ ○ ○

3 再任
　

しら

白
き

木　  
たけし

武
取締役（管理部門
統括）

20回/20回
（100%） ○ ○ ○

4 再任
　

あお

青
き

木　
こう

浩
いち

一
取締役（総務・
法務・広報業務
担当）

20回/20回
（100%） ○ ○ ○

5 再任
　

か

加
とう

藤　
こう

孝
いち

一
取締役（輸送関連
業務担当）

20回/20回
（100%） ○ ○

6 再任　 かさ

笠
い

井　
だい

大
すけ

介
取締役（輸送業務
担当）

20回/20回
（100%） ○ ○

7 再任
　

むら

村
せ

瀨　
みつ

光
あき

明
取締役（財務・
経理業務担当）

15回/15回
（100%） ○ ○

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
　「取締役（監査等委員である取締役を除く。）」（以下、本議案において「取締役」と
いいます。）７名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、あらためて
取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　また、本議案に関しましては、監査等委員会からは特段の意見はありませんでした。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

(注）　取締役候補者村瀨光明氏は、2021年６月29日開催の第82期定時株主総会において選任され、就任
いたしましたので、取締役会の出席回数が他の候補者と異なります。

－ 46 －



事
業
報
告

計
算
書
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監
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報
告
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 の 数

１

再　任

やま

山
 

　
 

　
ぐち

口
 

　
 

　
よし

嘉
 

　
 

　
ひこ

彦
(1956年12月 5 日生)

　

    1981年    4 月 当社入社
    1988年    11月 当社取締役労務課長
    1994年    2 月 当社常務取締役
    1998年    6 月 当社専務取締役
    2005年    6 月 当社取締役社長

現在に至る

67,714株

【重要な兼職の状況】
㈱エスラインギフ　　　取締役会長
㈱エスライン九州　　　取締役会長
㈱エスラインヒダ　　　取締役会長
㈱スリーエス物流　　　取締役会長
㈱エスライン奈良　　　取締役会長
㈱スワロー物流東京　　取締役会長
㈱エスライン郡上　　　取締役会長
㈱スワロー急送　　　　取締役会長
㈱エスラインミノ　　　取締役会長
㈱エスライン各務原　　取締役会長
㈱エスライン羽島　　　取締役会長

【取締役候補者とした理由】
2005年に取締役社長に就任して以来、当社グループのトップとして、日頃から重要案件の意思
決定時にリーダーシップを発揮しております。また、運輸業界団体や岐阜県内の経済関連団体等
の要職を歴任し、豊富な人脈と経験をもって業界および地域の発展に貢献してきたという実績を
踏まえ、当社グループのさらなる発展のために、引き続き取締役候補者といたしました。

２

再　任

ほり

堀
 

　
 

　
え

江
 

　
 

　
しげ

繁
 

　
 

　
ゆき

幸
(1959年12月14日生)

　

    1985年    5 月 当社入社
    2006年    6 月 当社取締役岐阜ブロック長兼岐阜支店

長
    2006年    10月 会社分割により当社取締役辞任
    2009年    6 月 当社取締役（輸送業務担当）
    2020年    6 月 ㈱エスラインギフ　取締役社長

現在に至る
183,364株【重要な兼職の状況】

㈱エスラインギフ　　　取締役社長

【取締役候補者とした理由】
2006年に取締役に就任して以来、主に当社の主力である特別積合せ貨物運送事業および物流関
連事業に携わり、豊富な知識と業務経験を有しております。また、営業部門の統括責任者ならび
に中核事業会社である㈱エスラインギフの取締役社長として、収益拡大と持続的な成長の実現の
ために取り組んでいることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 の 数

３

再　任

しら

白
 

　
 

　
き

木
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
たけし

武
(1952年 9 月12日生)

　

    1975年    4 月 当社入社
    1998年    6 月 当社取締役電算センター部長
    2006年    10月 当社取締役（情報担当）
    2009年    6 月 当社取締役（経営企画・統制業務担

当）
    2017年    6 月 当社取締役（経営企画・財務・IR・統

制業務担当）
    2020年    6 月 当社取締役（管理部門統括）

現在に至る 38,072株

【取締役候補者とした理由】
1998年に取締役に就任して以来、主に電算・経営企画・統制業務担当を務めており、当社グル
ープ内のシステム構築およびグループ会社の事業計画・企画立案等に関する豊富な業務経験を有
しております。その業務経験と管理部門の事業運営に関する知見をもとに、2020年から管理部
門統括として、当社グループの企業価値向上のために積極的に取り組んでいることから、引き続
き取締役候補者といたしました。

４

再　任

あお

青
 

　
 

　
き

木
 

　
 

　
こう

浩
 

　
 

　
いち

一
(1956年12月11日生)

　

    1980年    4 月 当社入社
    2006年    6 月 当社取締役総務部部長
    2006年    10月 当社取締役(総務、法務、広報担当)
    2009年    6 月 当社取締役(総務・法務・広報業務担

当)
現在に至る

5,000株

【取締役候補者とした理由】
2006年に取締役に就任して以来、主に総務担当を務めており、当社グループにおける総務・法
務関連業務をはじめ、施設の新築・再構築案件の企画立案や、不動産関連事業等に関する豊富な
業務経験を有しております。また、グループ会社の働き方改革関連法等への対応や、社員教育等
に積極的に取り組んでいることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 の 数

５

再　任

か

加
 

　
 

　
とう

藤
 

　
 

　
こう

孝
 

　
 

　
いち

一
(1949年 7 月23日生)

　

    1968年    4 月 当社入社
    1987年    8 月 ㈱宅配百十番一宮（現㈱スリーエス物

流）出向
    2004年    2 月 ㈱スリーエス物流　取締役社長
    2005年    6 月 当社取締役
    2009年    6 月 当社取締役（輸送関連業務担当）

現在に至る
7,960株【重要な兼職の状況】

㈱スリーエス物流　　　取締役社長

【取締役候補者とした理由】
2004年に当社子会社の取締役社長に就任して以来、長きにわたりグループ会社の経営に携わ
り、そこで培った豊富な業務経験をもとに、物流センター機能の拡大や、今後成長が見込める新
たな事業の取り込み・拡大に取り組んでいることから、引き続き取締役候補者といたしました。

６

再　任

かさ

笠
 

　
 

　
い

井
 

　
 

　
だい

大
 

　
 

　
すけ

介
(1971年 5 月11日生)

　

    1994年    3 月 当社入社
    2009年    3 月 ㈱スワローロジックス　取締役社長
    2012年    6 月 当社取締役（輸送関連業務担当）

㈱エスラインミノ　取締役社長
    2013年    3 月 ㈱エスライン各務原　取締役社長
    2015年    6 月 当社取締役（輸送業務担当）

現在に至る
128,366株

【取締役候補者とした理由】
2009年に当社子会社の取締役社長に就任して以来、複数のグループ会社の経営に携わり、多彩
な業務経験を有しております。また、2015年以降、ホームサービス部門においては、家電配送
事業のさらなる体制強化と業容拡大、輸送・安全部門においては、グループ全社の事故防止対策
に積極的に取り組んでいることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 の 数

７

再　任

むら

村
 

　
 

　
せ

瀨
 

　
 

　
みつ

光
 

　
 

　
あき

明
(1976年 9 月16日生)

　

    2001年    3 月 当社入社
    2016年    6 月 ㈱エスラインギフ　取締役(経理担当)
    2016年    10月 ㈱エスラインギフ　取締役経理部部長
    2021年    2 月 ㈱エスラインギフ　取締役経理・経営

企画担当部長
    2021年    6 月 当社取締役（財務・経理業務担当）

現在に至る
28,200株

【取締役候補者とした理由】
2016年に中核事業会社である㈱エスラインギフの取締役に就任して以来、経理・経営企画部門
を担当し、長期ビジョンや中期経営計画等を策定する際の推進役として、企画立案に携わってお
ります。そこで培った経験をもとに、今後も当社グループの財務・経理業務について、適正な業
務運営を実行することができるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

　(注）⒈⑴　取締役候補者山口嘉彦氏は、㈱エスラインギフ、㈱エスライン九州、㈱エスラインヒダ、㈱ス
リーエス物流、㈱エスライン奈良、㈱スワロー物流東京、㈱エスライン郡上、㈱スワロー急送、
㈱エスラインミノ、㈱エスライン各務原、㈱エスライン羽島の取締役会長を兼務し、これらの子
会社は、当社の事業運営会社として主に貨物自動車運送事業（㈱エスラインギフは、その他に旅
客自動車運送事業）を営んでおります。

⑵　取締役候補者堀江繁幸氏は、㈱エスラインギフの取締役社長を兼務し、この子会社は、当社の
事業運営会社として主に貨物自動車運送事業および旅客自動車運送事業を営んでおります。

⑶　取締役候補者加藤孝一氏は、㈱スリーエス物流の取締役社長を兼務し、この子会社は、当社の
事業運営会社として主に貨物自動車運送事業を営んでおります。

⒉　取締役候補者山口嘉彦氏の所有株式数には、㈲美美興産（同氏およびその親族が株式を保有する
資産管理会社）が所有する株式数1,266,940株を含めておりません。

⒊　その他の各取締役候補者と会社および子会社との間には、特別の利害関係はありません。

以　上
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〔交通機関のご案内〕
●JR岐阜駅より…………………… 徒歩／約 2 分 ●名鉄岐阜駅より………………… 徒歩／約 7 分
●岐阜各務原I.Cより約10km……… 車／約20分 ●岐阜羽島I.Cより約15km………… 車／約30分
〔駐車場のご案内〕
●岐阜市駅西駐車場
　※会場受付にて駐車サービス券をご用意しておりますので、岐阜市駅西駐車場をご利用ください。
　※じゅうろくプラザ駐車場は有料です。ご了承ください。
●会場建物内および周辺は全面禁煙となっておりますので、ご了承ください。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株主総会会場ご案内図
〈会場〉じゅうろくプラザ　５階　大会議室

岐阜県岐阜市橋本町１丁目10番地11
ＴＥＬ.〈058〉262－0150㈹

77

151

256 156

22

21

鏡
島
大
橋

鏡
島
大
橋

大縄場
大橋
大縄場
大橋

忠
節
橋

忠
節
橋

金
華
橋

金
華
橋

長
良
橋

長
良
橋

JR東海道本線JR東海道本線

岐阜駅

岐阜
羽島駅

名鉄竹鼻線名鉄竹鼻線

岐阜
羽島I.C

名神高速道路

JR東海道新幹線
名鉄名古屋本線名鉄名古屋本線

名鉄岐阜駅名鉄岐阜駅
JR高山本線

岐阜各務原I.C岐阜各務原I.C

名
鉄
犬
山
線

名
古
屋
駅

東
海
北
陸
自
動
車
道

長良川長良川

じゅうろくプラザ

一宮I.C一宮I.C一宮JCT

一宮
木曽川I.C
一宮
木曽川I.C

関I.C関I.C

尾
張
一
宮
駅

名
鉄
一
宮
駅

151

至大縄場大橋 至忠節橋

忠
節
橋
通
り

コンフォート
ホテル

金
華
橋
通
り

岐阜シティ・
タワー43 駐輪場

G.S 岐阜市駅西駐車場

大岐阜ビル

十六銀行
至金華橋 至長良橋

LOFT
長
良
橋
通
り

名鉄
岐阜駅

至名古屋至名古屋アクティブGアクティブG
JR岐阜駅JR岐阜駅

ハートフルスクエアGハートフルスクエアG

オ
ー
キ
ッ
ド

パ
ー
ク

朝日大学
病院

至大垣至大垣

株主総会会場
じゅうろくプラザ

会場西隣の
岐阜市駅西駐車場を
ご利用ください。


